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ＥＰＲ－１３ 測定器管理規定 １．０ １／２ 

 

１．目的 

本規定は、環境保全のための監視、測定および試験装置の管理手順を明確にすることを目的とする。 

 
２．責任 
環境管理部長は、環境監視、測定のための測定器管理の責任を有する。 

 

３．選定 

環境管理部長は、測定器を新規購入する部署の管理責任者の依頼を受け、測定器を選定する。 

 

４．測定器の受入検査及び登録 

（１） 環境管理部長は、購入した全ての測定器を受入検査標準に基づき検査を行う。 

 合格品には、識別番号を決定し、「測定器管理台帳」を作成する。 

 「測定器管理台帳」は、他の環境記録と同様の管理、保管をしなければならない。 

 

（２） 受入検査に合格した社内標準器は、見やすい箇所に有効期限ラベルを貼り付け、環境管理部が所定の配置場

所に保管し、管理測定器の校正に使用する。 

 

（３） 社内標準器で校正した管理測定器は、見やすい箇所に有効期限テープを貼り付け使用各部門に交付する。各

部の部長は、所定の配置場所に保管し作業者に使用させる。 

 

 また、これらの測定器は測定器校正作業標準に従い、校正の設定を無効にするような調整ができないように、

シールその他の保護手段を講じる。 

 

 

 


